
著
作
権
法
は
、
そ
の
源
を
印
刷
術
の
発
明
に
発
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
°
印
刷
術
の
発
明
に
よ
っ
て
、

印
刷
や
出
版
が
飛
躍
的
な

発

展

を

み

せ
、
出
版
事
業
が
、
経
済
的
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
重
要
な
経
済
的
意
義
を
有
す
る
出
版
事
業
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
を
規
律

す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
出
版
利
益
に
対
す
る
競
合
関
係
を
調
整
し
、
出
版
者
の
営
業
を
保
護
す
る
た
め
の
種
々
の
法
的
規
制
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま

え

が

き

ま
え
が
き

出
版
条
例
制
定
以
前
の
取
締
法
規

出
版
条
例

①
明
治
二
年
制
定
出
版
条
例

②

明

治

八

年

改
正
出
版
条
例

1

日
本
著
作
権
法
の
あ
け
ぼ
の
川

明
治
初
年
の
出
版
法
規
に
つ
い
て

山

本

―-＝ロ
,
9

.

 

男
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明
治
初
年
の
出
版
法
規
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
、
著
作
権
法
は
、
先
ず
出
版
者
の
営
業
権
（
出
版
権
）
を
保
設
す
る
必
要
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
著
作
者
の
権
利
保

渡
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
い
う
出
版
権
は
、
著
作
権
の
内
容
と
し
て
の
出
版
権
で
は
な
く
、
広
義
に
お
け
る
出

版
業
者
の
権
利
を
指
す
）
そ
の
後
、
印
刷
・
出
版
の
隆
盛
に
伴
っ
て
、
不
正
競
争
が
激
化
し
、
著
作
者
の
人
格
権
が
侵
害
せ
ら
れ
る
場
合
が
増
大
し
て

き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
著
作
者
の
人
格
権
保
護
の
必
要
性
が
痛
惑
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
著
作
権
そ
の
も
の
の
保
護
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
著
作
出
版
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
印
刷

・
出
版
が
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
江
戸
中
期
以
後
で
あ

る
。
し
か
し
、
当
時
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
出
版
者
の
営
業
を
保
護
す
る
た
め
の
法
規
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
政
治
上
の
理
由
や
社
会
風
紀
上
の
理
由
に

よ
る
出
版
取
締
法
規
が
、
そ
の
大
部
分
で
あ
っ
た
。

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
著
作

・
出
版
法
制
は
、
急
速
の
進
歩
を
み
せ
、
多
く
の
関
係
法
規
の
制
定
を
み
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
規
も

公
法
的
な
取
締
法
規
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
私
法
的
財
産
権
と
し
て
の
著
作
権
が
意
識
せ
ら
れ
、
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
漸
く
明
治
八

年
の
出
版
条
例
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
古
来
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
芸
能
の
分
野
に
家
元
制
度
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
家
元
制

度
の
起
源
お
よ
び
そ
の
維
持
に
、
財
産
権
と
し
て
の
著
作
権
的
要
素
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
°
し
か
し
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別

今
回
の
小
論
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
著
作
権
法
史
の
う
ち
、
明
治
元
年
の
太
政
官
布
告
か
ら
明
治
八
年
の
出
版
条
例
改
正
に
至
る
期
間
に
限
定
し
、

こ
の
期
間
中
に
制
定
せ
ら
れ
た
出
版
法
規
を
取
り
上
げ
て
、
逐
次
そ
の
内
容
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

明
治
三
二
年
の
著
作
権
法
制
定
に
至
る
一
時
期
が
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か
と
な
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
思
想
の
進
化
過
程
を
辿
る
上
の
一
助
と

も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
明
治―

1
0年
の
版
権
条
例
、
脚
本
楽
諮
条
例
、
写
真
版
権
条
例
、
明
治
二
六
年
の
版
権
法
等
は
、
わ
が
国
著
作
権
法
史
に
お
い
て
重
要
な
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
れ
ら
に
は
触
れ
ず
、
次
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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明
治
元
年
四
月
二
八
日
、
太
政
官
布
告
三
五
八
号
に
よ
っ
て
、
次
の
よ

う
な
布
告
が
な
さ
れ
た
。

「
新
著
並
翻
刻
書
類
官
許
之
上
刊
行
可
致
之
処
近
来
稲
々
之
雹
類
猥
ニ

刊
行
致
候
段
不
謂
事
二
候
以
後
総
テ
官
許
不
経
候
品
売
買
堅
差
停
候

事」江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
延
宝
元
年
頃
か
ら
、
出
版
物
取
締
り
の
法
規

2
 

が
数
多
く
公
布
さ
れ
、
出
版
に
際
し
て
は
す
べ
て
官
許
を
得
る
こ
と
を
必

要
と
し
て
い
た
（
取
締
り
の
目
的
は
政
治
お
よ
び
猥
製
関
係
）
が
、
こ
の

太
政
官
布
告
三
五
八
号
に
よ
っ
て
、
官
許
の
な
い
出
版
物
は
、
さ
ら
に
固

く
そ
の
売
買
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官

許
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
出
版
物
と
し
て
売
買
の
目
的
物
と

な
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
明
治
元
年
六
月
二

0
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
布
告
が
な
さ
れ

て
い
る
。

「
自
今
開
版
書
物
之
儀
都
テ
草
稿
ヲ
以
テ
学
校
官
へ
差
出
改
之
上
彫
刻

可
致
若
内
々
版
行
イ
タ
ッ
候
者
於
有
之
ハ
吟
味
之
上
屹
度
御
沙
汰
可

有
之
候
事
右
之
通
不
洩
様
可
触
知
者
也
」
（
明
治
元
年
鋲
台
府
布
告

五

0
0号）

出
版
条
例
制
定
以
前
の
取
締
法
規

こ
の
布
告
に
よ
っ
て
、
出
版
物
は
、
刊
行
の
前
に
そ
の
草
稿
の
検
閲
を

受
け
、
許
可
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
じ
め
て
、
印
刷
し
出
版
す
る
こ

3
 

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
°
こ
の
布
告
に
あ
る
学
校
官
と
は
、
学
校
の
管
理

に
あ
た
っ
た
行
政
官
吏
を
指
し
、
彫
刻
と
は
、
も
ち
ろ
ん
出
版
の
意
で
あ

ろ
う
0

明
治
初
年
の
刊
本
の
表
紙
に
、
「
明
治
某
年
某
月
官
許
」
と
あ
る

も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
は
、
前
述
の
太
政
官
布
告
三
五
八
号
、
お
よ
び
鐘

台
府
布
告
五

0
0号
の
規
定
に
基
つ
い
て
、
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
布
告
の
違
反
者
に
対
し
て
は
、
刑
罰
が
料
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
明
治
二
年
一
月
二
七
日
に
は
、
新
た
な
布
告
（
行
政
官
布
告

八
一
号
）
が
な
さ
れ
て
、
許
可
条
件
が
一
層
厳
し
く
な
り
、
出
版
物
の
取

締
り
が
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
布
告
は
、
許
可
を
受
け
る
条
件
と
し
て
、
ま

4
 

ず
所
轄
の
府
藩
県
へ
願
い
出
で
、
さ
ら
に
府
藩
県
か
ら
行
政
官
へ
願
い
出

る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
出
版
す
る
場
合
に
限
ら

ず
、
再
版
、
改
訂
版
等
の
場
合
に
も
願
い
出
て
、
許
可
を
受
け
る
べ
き
も

の
と
し
、
す
べ
て
の
出
版
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、

出
版
の
際
に
は
、
出
版
物
の
一
部
を
行
政
官
へ
納
本
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
て
い
る
が
、
こ
の
布
告
の
中
に
、
は
じ
め
て
偽
作
物
取
締
り
の
条
項
が

み
え
る
の
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
布
告
の
全
文
を
次
に
掲
げ

て
お
く
。図

書
開
版
之
儀
其
管
轄
之
府
藩
県
へ
可
願
出
右
府
藩
県
ョ
リ
就
本
並

著
者
之
郷
里
姓
名
等
委
細
相
記
ジ
行
政
官
へ
可
伺
出
尤
官
許
之
上
版
之
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明
治
初
年
の
出
版
法
規
に
つ
い
て

(1) 

明
治
二
年
制
定
出
版
条
例

朋
治
二
年
五
月
一
三
日
、
著
作
権

・
出
版
権
に
関
す
る
わ
が
国
最
初
の

法
令
と
も
い
う
べ
き
出
版
条
例
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
次
に
概
説

す
る
。①

取
締
規
定
に
つ
い
て

出
版
物
に
は
、
必
ず
著
者
、
出
版
者
、
販
売
所
の
住
所
氏
名
を
記
載
す

べ
き
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
に
違
反
す
る
者
は
、
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
二
年
の
「
行
政
官
布
告
八
一
号
」
の
規

出

版

条

例
（
明
治
二
年
一
月
二
七
日
行
政
官
布
告
八
一
号
）

上
製
本
一
部
ッ
、
行
政
官
へ
可
相
納
事

一
旧
来
之
蔵
版
ヲ
再
刻
或
（
大
本
ヲ
小
本
二
為

ツ
大
図
ヲ
小
図

二
縮

ス
ル
等
最
前
出
版
之
年
月
ヲ
相
記
ツ
可
伺
出
尤
官
許
之
上
行
政
官

へ
上
製
本
相
納
候
儀
可
為
前
条
之
通
事

是
迄
蔵
版
之
図
書
題
号
及
著
述
姓
名
並
二
官
許
之
年
月
等
委
細
相

記
来
二
月
中
行
政
官
へ
可
差
出
事

図
書
重
板
ノ
儀
従
来
制
禁
二
付
先
般
御
報
告
モ
有
之
候
処
猶
官
許

ヲ
不
受
本
文
一
字
之
異
同
無
之
惟
題
号
ノ
ミ
相
換
へ
出
版
候
者
有

之
哉
二
相
聞
へ
以
之
外
之
事
二
候
以
来
右
檄
之
者
於
有
之
ハ
屹
度

御
咎
有
之
事

定
と
類
似
し
て
い
る
が
、
「
行
政
官
布
告
八
一
号
」
は
、
出
版
の
許
可
を

得
る
た
め
に
提
出
す
る
願
書
の
内
容
形
式
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
出
版
条
例
の
規
定
は
、
出
版
物
の
成
立
要
件
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
出
版
物
と
し
て
の
効
力
発
生
要
件
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
要
件
を
具
備
し
な
い
も
の
は
、
出
版
物
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
版
物
の
内
容
に
触
れ
、
規
制
さ
れ
る
場
合
を

例
示
的
に
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「妄

二
教
法
ヲ
説
キ
、

人
罪
ヲ
謡

告
ジ
、
政
務
ノ
機
密
ヲ
洩
シ
、
或
ハ
誹
謗
シ
、
及
ビ
淫
混
ヲ
迫
ク
事
ヲ
記

載
ス
ル
者
；
，
．．
．
 
」
と
あ
る
。

②
出
版
権
に
つ
い
て

出
版
権
に
関
し
て
、
「
図
書
ヲ
出
版
ス
ル
者

ハ
官
ョ

リ
之
ヲ
保
護
ジ
テ

専
売
ノ
利
ヲ
収
ジ
ム
」
と
あ
り
、
出
版
者
に
排
他
的
独
占
権
を
与
え
て

い

る
。
こ
の
排
他
的
独
占
権
の
保
護
期
間
は
、
原
則
と
し
て
著
作
者
の
生
存

中
と
し
、
例
外
と
し
て
、
そ
の
親
族
が
こ
の
権
利
を
保
有
し
た
い
と
願
い

出
る
時
は
、
特
に
許
可
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
排
他
的
独
占
権
の
保
護
規
定
は
、
あ
く
ま
で
も
出
版
者

の
権
利
保
護
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
著
作
者
の
権
利
（
著
作
権
）
に

つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
当
時
に
お
い
て
は
、
未
だ
著
作
者
自

身
の
権
利
に
対
す
る
詔
識
が
蒋
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の

規
定
は
、
財
産
権
と
し
て
の
出
版
権
を
保
護
す
る
と
同
時
に
、
出
版
事
業

の
取
締
り
を
も
目
的
と
し
、
出
版
活
動
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

③
偽
作
に
つ
い
て
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重
版
（
複
製
）
に
よ
っ
て
出
版
権
を
侵
害
し
た
者
、
お
よ
び
複
製
物
を

阪
売
し
た
者
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
の
版
木
お
よ
び
扱
製
物
を
没
収
し
、

且
つ
、
罰
金
を
科
す
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
排
他
的
独

占
権
た
る
出
版
権
の
承
認
に
、
必
然
的
に
伴
う
効
果
で
あ
る
°
罰
金
の
額

は
、
著
作
者
お
よ
び
出
版
者
の
受
け
た
損
害
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
、
著
作

者
お
よ
び
出
版
者
へ
支
払
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
捐
害
賠
恨
は
、
著
作

者
お
よ
び
出
版
者
の
私
法
上
の
権
利
の
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
従
っ
て
、
著
作
者
お
よ
び
出
版
者
か
ら
、
出
版
権
の
侵
害
者
に

対
し
て
、
損
害
賠
恨
の
諮
求
を
な
し
得
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な

い
。
出
版
事
業
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
た
取
締
規
定
の
効
果
で
あ
り
、

同
時
に
、
出
版
者
の
投
下
資
本
の
回
収
を
保
証
し
て
、
出
版
事
業
の
維
持

向
上
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
0

こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
前
述
の
出
版
権

が
、
私
法
上
の
財
産
権
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
出
版
事
業
取
締
り
の
必

要
上
創
設
せ
ら
れ
た
権
利
と
し
て
の
性
格
の
強
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
0

④
出
版
許
可
の
条
件
お
よ
び
手
続
き
に
つ
い
て

「
図
書
ヲ
出
版
ス
ル

ニ
先
タ
チ
テ
、
書
名
、
著
述
者
、
出
版
人
ノ
姓
名

住
所
、
書
中
ノ
大
意
等
ヲ
具
へ
、
学
校
へ
出
ジ
、
学
校
ニ
テ
検
印
ヲ
付
ツ

テ
彼
二
付
ス
0

此
レ
即
チ
免
許
状
ナ
リ
°
此
免
許
状
ヲ
併
セ
刻
ス
ヘ
ジ
o
」

と
あ
る
。

5
 

こ
こ
に
い
う
学
校
と
は
、
昌
平
、
開
成
の
両
校
を
指
す
。
出
版
条
例
の

附
録
に
、
「
学
校
中
出
版
取
調
局
ヲ
設
ケ
、
両
倹
ノ
官
員
相
集
リ
テ
免
許

ヲ
与
フ
ヘ
キ
ャ
否
ヲ
議
決
ス
o
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
学
校
知
官
事
ノ
許

ニ
ー
勧
ノ
印
ヲ
蔵
ッ
テ
免
許
ノ
検
印
ト

ス
o
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出

版
の
免
許
は
、
昌
平
、
開
成
両
校
の
学
校
官
が
付
与
す
る
こ
と
と
な
り
、

免
許
が
付
与
せ
ら
れ
た
証
拠
と
し
て
、
検
印
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
o

許
可
を
得
ず
に
出
版
し
た
者
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
出
版
物
を
販
売
し
た

者
は
、
版
木
お
よ
び
複
製
物
を
没
収
さ
れ
、
且
つ
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
o

未
発
行
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
°
未
発
行
著
作
物
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
出
版
条
例
が
、
取
締
法
規
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
版
予
定
日
お
よ
び
出
版
の
暁
に

は
納
本
す
る
旨
の
書
面
を
提
出
さ
せ
て
、
出
版
統
制
の
強
化
を
図
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
出
版
し
た
際
に
は
、
五
部
を
学
校
（
昌
平
、
開
成
両

6
 

校
）
へ
納
本
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
、

「
各
所
ノ
書
庫
へ
頒
ッ
為
ナ

リ
」
と

あ
る
o

⑤

そ

の

他

「
凡
ソ
新
二
舶
来
ノ
図
雹
ヲ
翻
刻
ス
ル
者
↑
亦
専
売
ノ
利
ヲ
収
メ
ジ

ム
」
と
規
定
し
て
、
「
舶
来
ノ
図
書
ヲ
翻
刻
ス
ル
者
」
に
対
し
て
、
出
版
権

を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
翻
刻
と
は
、
翻
訳
し
て
印
刷
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
翻
訳
著
作
物
を
出
版
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

許
可
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
出
版
権
譲
渡
の
可
能
性
を
認
め
、

出
版
権
が
財
産
権
と
し
て
の
本
質
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
凡
ソ
活
字
ニ
テ
出
版
ス
ル
者
亦
此
例
二
同
ジ
o
」
と
い
う
、
当

時
の
印
刷
技
術
の
水
準
を
推
測
せ
し
め
る
規
定
も
あ
る
。

出
版
条
例
の
附
録
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
o
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明
治
初
年
の
出
版
法
規
に
つ
い
て

明
治
八
年
九
月
三
日
、
太
政
官
布
告
ニ
ニ
五
号
に
よ
っ
て
、
こ
の
出
版

条
例
は
再
び
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
条
例
は
、
多
く
の
点
に
お
い
て
、

明
治
二
年
の
出
版
条
例
よ
り
も
進
歩
が
み
ら
れ
る
。

次
に
こ
の
条
例
の
主
な
る
改
正
点
を
挙
げ
て
み
る
o

①
出
版
権
に
版
権
の
名
称
を
与
え
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と

第
二
条
に
お
い
て
、
「
図
古
ヲ
著
作
シ
叉
ハ
外
国
ノ
図
害
ヲ
翻
訳
ジ
テ

出
版
ス
ル
ト
キ
ハ
三
十
年
問
専
売
ノ
権
ヲ
与
フ
ヘ
シ
此
専
売
ノ
権
ヲ
版

(2) 
学
校
中
二
於
テ
願
済
ノ
書
目
ヲ
印
行
ッ
テ
書
蛙
二
付
シ
、
毎
月
或

隔
月
嗣
出
シ
テ
著
述
者
ノ
参
照
二
便
ジ
、
剰
製
ヲ
防
グ
0

三
都
書
蝉
中
ノ
人
ヲ
選
ビ

、年
行
司
ヲ
個
テ
互
二
相
厳
察
セ
ジ
ム
o

出
版
ノ
法
ヲ
犯
ス
者
ハ
所
在
裁
判
所
二
於
テ
科
断
ス
0

こ
の
附
録
の
規
定
は
、
出
版
者
の
営
業
を
保
設
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
出
版
者
の
排
他
的
独
占
権
を
担
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
に
出
版
事
業
の
秩
序
を
維
持
し
、
不
正
競
争
を
防

止
す
る
意
味
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
の
出
版
条
例
は
、
明
治
五
年
一
月
ニ
―
―
日
、
文
部
省
布
達
を
以
て
改

正
さ
れ
た
が
、
前
条
例
を
逐
条
化
し
て
整
理
し
た
も
の
で
、
前
条
例
と
大

し
た
差
異
は
な
い
。明

治
八
年
改
正
出
版
条
例

権
卜
云
フ
o
」
と
規
定
し
、
初
め
て
出
版
権
（
著
作
権
）
に
対
し
て
、
版

権
な
る
名
称
を
与
え
、
版
権
が
図
書
専
売
の
権
利
、
す
な
わ
ち
排
他
的
出

版
権
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
同
条
に
お
い
て
、

「
但
ジ
版
椛
ご
暇
フ
ト
願
ハ
サ
ル
ト
ハ
本
人
ノ
随
意
ト
ス
故
二
版
権
ヲ

願
フ
者
ハ
願
書
ヲ
差
出
ジ
免
許
ヲ
請
フ
可
ツ
其
願
ハ
サ
ル
者

ハ
各
人

一

般
二
出
版
ス
ル
ヲ
許
ス
o
」
と
し
て
、
版
権
の
成
立
が
、
免
許
を
受
け
る

こ
と
を
要
件
と
し
、
免
許
の
な
い
著
作
物
は
、
い
か
な
る
人
で
も
自
由
に

出
版
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
有
物
と
見
倣

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
版
権
の
保
護
期
間
は
、
出
版
の
時
か
ら
三
0
年

間
と
し
（
第
二
条
）
、

特
に
公
益
に
関
係
の
深
い
も
の
に
つ

い
て
は
、

一

五
年
の
期
間
延
長
が
認
め
ら
れ
た
（
第
六
条
）
。

こ
の
第
六
条
の
期
間
延

長
規
定
は
、
明
治

一
六
年
の
改
正
の
際
、
削
除
さ
れ
た
。

②
版
権
の
相
続
、
譲
渡
お
よ
び
分
版
を
認
め
た
こ
と

明
治
二
年
の
出
版
条
例
に
お
い
て
も
、
例
外
的
に
出
版
権
の
相
続
を
認

め
、
該
渡
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
八
年
の
出
版
条
例

は
、
第
ニ
―
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
版
権
ヲ
相
続
ジ
若
ク
ハ
売
買
ジ
若

ク
ハ
分
版
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ

•

•
…
·
」
と
規
定
し
て
、
版
権
の
相
続

、

譲
渡
お

よ
び
分
版
を
、
明
文
を
も
っ
て
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
二
条
は
、

「
版
権
ノ
売
買
ハ
勝
手
タ
ル
可
シ
・
:
・
:
」
と
し
て
、
譲
渡
の
自
由
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
二
条
は
、

「
版
権
ヲ
分
ケ
テ
譲
リ
若
ク
ハ

売
リ
同
一
ノ
図
書
ヲ
各
自
二
出
版
ス
ル
コ
ト
妨
ヶ
ナ
ジ
之
ヲ
分
版
卜
名

ク
o
」
と
し
て
、
分
版
を
―
つ
の
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る
o

な
お
、
版
権
を
相
続
し
、
売
買
し
、
分
版
し
た
時
は
、
版
権
所
有
者
の
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住
所
氏
名
を
、
相
続
人
、

買
主
、
分
版
を
受
け
た
る
者
の
住
所
氏
名
に
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
（
第
二
二
条
第
二
項
）
、
且

つ
売
買
の
場

合
に
は
、
双
方
連
印
し
た
届
書
を
、
内
務
省
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
し
た

（
第
二
三
条
）
。
こ
の
点
に
も
、
こ
の
条
例
の
取
締
法
規
と
し
て
の
性
格

が
、
強
く
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う

0

③
著
作
権
お
よ
び
翻
訳
権
を
認
め
た
こ
と

第
一
四
条
に
お
い
て
、
他
人
の
著
作
物
を
出
版
す
る
場
合
に
は
、
必
ず

著
作
者
ま
た
は
翻
訳
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
著
作
者
お
よ

び
翻
訳
者
の
著
作
権
を
認
め
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
0

こ
れ
ま
で
の
出
版
に
関
す
る
法
規
は
、
す
べ
て
出
版
者
の
営
業
保
護
、
お

よ
び
出
版
事
業
の
取
締
り
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
著
作
者
の
権
利

は
、
全
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
四
条
の
規
定
を
次

に
掲
げ
て
お
く
。

「
他
人
ノ
著
訳
書
ヲ
出
版
ス
ル
者

ハ
必
ス
著
訳
者
ノ
承
認
ヲ
得
可
ジ

版
権
願
書
若
ク
ハ
出
版
届
書
ニ
ハ
必
ス
著
訳
者
卜
連
印
ス
ヘ
ジ
o
」

④
偽
作
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
自
由
利
用
の
許
さ
れ
る
場
合
を
例

示
し
た
こ
と

第
一
五
条
は
、
「
版
権
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
他
人
其
条
章
ヲ
剰
窃
ス
ル
ヲ
許

サ
ス
」
と
し
て
、
偽
作
、
す
な
わ
ち
版
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
排
他
的
独
占
権
た
る
版
権
も
、
公
益
の
た

め
に
制
限
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
同
条
に
お
い
て
、「
但
ジ
、

論
弁
若
ク
ハ
証
明
ス
ル
為
メ
ニ
引
用
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
o
」

と

規

17 

定
し
て
い
る
。
現
行
著
作
権
法
第
三
〇
条
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
規
定
で

版
権
侵
害
と
な
る
場
合
を
例
示
し
、
侵
害
者
に
対
す
る
刑
罰
を
具

体
的
に
規
定
し
た
こ
と

出
版
条
例
罰
則
第
二
条
は
、
「
凡
ソ
偽
版
ヲ
造
リ
或
ハ

書
中
ノ
字
句
及

絵
画
ノ
模
様
ヲ
小
変
シ
若
ク
ハ
少
加
ジ
テ
其
表
題
ヲ
改
メ

…
・:」

と
規
定

し
て
、
版
権
侵
害
と
な
る
場
合
を
例
示
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
、

版
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
て
は
、
「
弐
拾
円
以
上
参
百
円
以
下
」
の
罰

金
に
処
す
と
、
刑
罰
の
内
容
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
o

.

⑥

小
説
、
歌
謡
に
版
権
を
認
め
、
絵
画
お
よ
び
彫
刻
に
は
、
版
権
を

認
め
な
か
っ
た
こ
と

第
二
七
条
は
、
「
小
説
歌
謡
ヲ
出
版
ス
ル
者
亦
此
条
例

二
従

フ
ヘ
ジ
o
」

と
し
て
、
小
説
お
よ
び
歌
謡
に
も
版
権
を
認
め
、
図
書
と
同
様
の
扱
い
を

し
て
い
る
°
小
説
が
図
書
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て

い
る
こ
と

は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
八
条
は
、
「
彫
画
ノ
類
ハ
出

⑱
 

版
ス
ル
毎
二
届
出
ル
コ
ト
第
一
条
二
依
ル
ヘ
シ
°
但
ツ
版
権
ヲ
与
ヘ
ス
o
」

と
規
定
し
て
、
彫
刻
お
よ
び
絵
画
の
出
版
も
こ
の
出
版
条
例
の
適
用
を
受

け
、
取
締
り
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
版
権
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
°
小
説
を
図
書
の
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
り
、
彫
刻
お

よ
び
絵
画
を
出
版
権
の
対
象
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
文
学
お
よ

び
芸
術
に
対
す
る
当
時
の
考
え
方
を
知
る
上
に
も
、
興
味
あ
る
事
柄
で
あ

る
oそ

の
後
、
こ
の
出
版
条
例
は
、
明
治
一
六
年
、
太
政
官
布
告
ニ
―
号
に

あ
る
o

⑤
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明
治
初
年
の
出
版
法
規
に
つ
い
て

よ
り
、
つ
い
で
明
治
二

0
年
、
勅
令
七
六
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的

に
改
正
さ
れ
て
、
明
治
二

0
年
の
版
権
条
例
へ
と
引
継
が
れ
て
行
く
の
で

あ
る
。明

治
初
年
の
わ
が
国
著
作
権
法
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
忘
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
の
が
福
沢
諭
吉
で
あ
る
。
彼
が
、
わ
が
国
著
作
権
思
想
の
啓
蒙

191 

発
展
に
尽
く
し
た
功
絞
は
、
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
る
o

明
治
初
年
は
、
著
作
出
版
活
動
の
隆
盛
化
と
と
も
に
、
偽
版
も
多
く
、

た
と
え
ば
緊
応
二
年
出
版
の
福
沢
諭
吉
著
「
西
洋
事
情
」
初
編
の
如
き

は
、
そ
の
偽
版
が
五
万
な
い
し
九
万
部
に
も
達
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う

な
著
作
権
無
視
の
風
潮
に
対
し
て
、
彼
は
、
明
治
元
年
四
月
、
中
外
新
聞

に
、
彼
の
蔵
版
で
あ
る
「
西
洋
旅
案
内
」
の
偽
版
摘
発
の
た
め
の
広
告
を

出
し
て
、
世
人
の
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、
著
作
権
の
雄
霊
を
強
く
訴

え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
広
告
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
前
述
の
太
政

官
布
告
三
五
八
号
が
公
布
さ
れ
た
が
、
こ
の
布
告
も
あ
ま
り
迎
守
さ
れ

ず
、
逆
に
政
府
自
ら
が
偽
版
作
製
者
に
官
許
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
状

態
で
、
福
沢
を
大
い
に
嘆
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
、
前
述
の
各
布
告

お
よ
び
出
版
条
例
の
公
布
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
法
規
の
厳
格
な
る
適
用
、

特
に
偽
版
取
締
り
の
強
化
を
、
当
該
取
締
当
局
に
対
し
て
強
く
訴
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
明
治
六
年
十
一
月
に
は
、

「
世
界
国
尽
」
の
偽
版
事
件
に

対
し
て
、
彼
は
訴
え
を
提
起
し
、
翌
年
二
月
、
そ
の
判
決
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
著
作
権
判
例
の
咄
矢
で
あ
り
、
日
本
著

作
権
法
史
上
に
お
け
る
ニ
ボ
ッ
ク
を
画
す
る
事
件
で
あ
る
。

[
注
〕

①

勝

本

正

晃

日

本

著

作

権

法

二

五

頁

な
お
、
家
元
制
度
に
対
す
る
法
社
会
学
的
研
究
は
、
川
島
武
宜
著

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
」
に
詳
し
い
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
主
な
る
出
版
法
規

延
宝
元
年
五
月

新
規
板
行
致
候
節
ハ
両
番
所
江
可
申
上
事

天
和
四
年
四
月

服
忌
令
開
板
致
｀
ソ
候
者
之
像
二
付
町
触

貞
享
元
年

―
一
月

当
座
之
替
リ
タ
ル
古
世
板
行
致
シ
売
候
儀
無
用
之
事

享
保
三
年
九
月

暦
板
行
之
儀
二
付
町
触

害
物
草
紙
之
類
新
規
之
儀
無
用
之
事
党

享
保
七
年
―
一
月

新
作
害
藉
出
版
之
儀
二
付
触
害

享
保
二

0
年
五
月

諸
害
物
二
権
現
様
並
御
代
様
御
名
害
入
之
定

元
文
六
年
正
月

朝
廷
御
規
式
類
板
行
停
止
之
事

笈
政
二
年
五
月

新
規
害
籍
絵
草
紙
類
仕
立
候
低
二
付
触
害

寛
政
二
年
九
月

密
籍
絵
草
紙
類
改
方
等
ノ
儀
二
付
触
害

党
政
二
年
―
一
月

新
草
雙
紙
壱
板
絵
等
之
儀
二
付
申
渡

笈
政
五
年
八
月

板
木
屋
仲
間
外
二
而
板
行
彫
立
候
儀
二
付
申
渡

(2) 
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(5) (4) (3) 

文
政
六
年
―
一
月

板
行
モ
ノ
之
俊
二
付
板
行
屋
行
事
ヨ
リ
出
候
芯
付
此

天
保
ご
―
一
年
六
月

新
板
雹
物
之
依
二
付
御
触
芯

弘
化
二
年
七
月

翻
訳
害
之
類
天
文
方
之
差
図
可
受
旨
御
苦
付

嘉
永
三
年
九
月

閾
密
翻
訳
出
来
之
上
ハ
壱
部
天
文
方
役
所
江
可
差
出
旨
御

密
付

徳
川
禁
令
考
前
集
第
三
巻
二
八
七
頁

•

第
五
巻
二
四
八
)

Tー
ニ
五
七
、
三
二
〇
頁
後
集
第
一
巻
九
四
—
九
五
頁

当
時
の
学
校
-
』
ほ
‘
い
か

な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
o

明
治
元
年
三
月
一
九
日
の
文
部
省
布
達
に
、
「
学
習
院
ヲ
開
ク
」

と
あ
り
、
六
月
―
一
日
に
は
、

「
昌
平
校
ヲ
収
ム
」
の
布
達
が
あ

る
0

ま
た
、
学
校
廃
腔
に
関
す
る
布
告
の
中
に
、

明

治

元

年

五

月
、

「
漢
学
所
中
仮
二
寄
宿
寮
ヲ
設
ケ
三
十
歳
以
下
官
公
卿
ノ
入

寮
ヲ
許
ス
」
、
同
年
六
月
二
九
日
、
「
昌
平
校
ヲ
興
復
シ
入
学
ヲ
許

ス
」
と
あ
る
o

・

（
官
令
沿
革
表
ニ
ハ

・
ニ
七
二
頁
）

明
治
元
年
四
月
ニ
―
日
の
太
政
官
布
告
第
三
三
一
号
に
、
太
政
官

分
為
七
官
の
一
っ
と
し
て
、
行
政
官
の
名
が
み
え
る
0

明
治
元
年
一
〇
月
一
九
日
に
は
、
「
学
校
ヲ
行
政
官
支
配
卜
為
ス
」

と
い
う
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
°
ま
た
、
同
年
―
一
月
ニ
―
―
日
、

「
開
成
所
ヲ
行
政
官
二
屈
ス
」
と
い
う
布
告
が
な
さ
れ
て
い
る
o

太
政
官
日
誌
明
治
二
年
五
月
一
四
日
の
記
事
に

、

「
書
籍
出
板
者

是
迄
諮
政
官
二
於
テ
改
方
相
成
候
処
、
今
度
学
校
二
於
テ
出
板
取

調
所
被
設
候
間
、
向
後
苦
籍
出
板
致
度
者
ハ

、
昌
平
、
開
成
両
学

校
之
内
へ
願
出
、
官
許
ヲ
可
受
候
°
俯
而
出
板
条
例
苦
相
達
候

(9) (8) (7) (6) 

第
一
九
巻

四
四
一
！
四
七
八
頁

（
木
館
寄
賠
交
換
係
）

間
、
堅
可
相
守
事
o
」
と
あ
る
O

明
治
二
年
三
月
二
二
日
の
中
外
新
聞
に
、
「
開
成
学
校
の
拡
張
」

と
題
し
て
、
次
の
如
き
記
事
が
あ
る
o

「
小
石
川
御
門
内
元
陸
軍
所
、
此
度
開
成
学
校
の
添
地
と
な
り
た

り
°
是
は
博
物
園
並
に
ビ
プ
リ
ョ
テ
ー
キ
等
を
追
々
取
建
つ
る
為

な
り
と
云
ふ
°
ビ
ブ
リ
ョ
テ
ー
キ
は
訳
し
て
苦
房
と
も
害
庫
と
も

云
ふ
°
但
し
只
翫
』
物
を
貯
へ
四
く
の
み
な
ら
ず
、
古
今
の
害
籍
何

に
て
も
類
を
以
て
衆
め
、

一
々
本
箱
或
は
棚
に
な
ら
べ
腔
き
、
誰

に
て
も
某
の
本
を
一
見
し
た
き
と
き
と
か
、
某
の
本
に
参
考
す
べ

き
事
有
り
と
か
云
ふ
時
、
随
意
に
借
院
を
許
し、

一
見
済
た
る
後

は
元
の
本
箱
へ
納
む
る
な
り
0

尤
著
述
家
な
ど
参
考
、
或
は
引
証

の
為
に
、
往
き
て
観
る
事
は
毎
日
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
°
只
一
片

紙
た
り
と
も
場
所
よ
り
外
へ
は
持
出
す
こ
と
を
許
さ
ず
0

是
れ
西

洋
ビ
ブ
リ
ョ
テ

ー
キ
の
常
例
な
り
0

麟
明
冶
紺
年
史
第
一
巻
二
五
三
頁
）

著
作
権
法
第
三
〇
条
に

、

「
既
二
発
行
シ
タ
ル
著
作
物
ヲ
左
ノ
方

法
二
依
リ
複
製
ス
ル
ハ
偽
作
卜
看
倣
サ
ス
」
と

し
て
、
出
所
を
明

示
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
九
つ

の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
o

「
固
柑
ヲ
著
作
シ
又
ハ
外
国
ノ
図
芯
ヲ
翻
訳
シ
テ
出
版
セ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
出
版
ノ
前
二
内
務
省
へ
届
ケ
出
ヘ
シ

但
シ
社
則
塾
則
引
札
ノ
類
印
刷
シ
テ
発
売
セ
ル
者
ハ
此
例
ニ
ア
ラ

ス」
福
沢
諭
吉
全
集
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